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小児用ファイザー社ワクチン第３・４クールの分配について（通知） 

 

日頃、本県の保健医療行政に格別の御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、標記について、令和４年２月１５日付の厚生労働省予防接種室からの事務連絡

により、各都道府県に対する小児用ファイザー社ワクチン第３クール（令和４年４月４

日の週及び４月１１日の週）・第４クール（令和４年４月１８日の週及び４月２５日の週）

の分配量が示されたところです。 

これを受けて、県では次の１及び２を踏まえ、別添のとおり分配量を決定しましたの

でお知らせします。 
 

1. 小児用ファイザー社ワクチンについて、第１クール及び第２クールそれぞれ２，

６１４箱、あわせて５２２，８００回分の県割当てがあった。 

2. 市町村に対しては、前回までの分配数を除いて、令和４年１月２８日に照会を行

った令和４年１月１日現在の小児（５歳以上 11歳以下）の人数に応じてワクチン

分配を行う。 
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